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(57)【要約】
【課題】汎用のアンテナに用いることができ、照準器を
覗きながら行う調整の操作性がよく、且つアンテナの設
置場所の方向調整機能とは別に独立した方向調整機能を
有するアンテナ取り付け部材を提供すること。
【解決手段】本発明にかかるアンテナ取り付け部材（２
）は、Ｐ２Ｐ（Ｐｏｉｎｔ ｔｏ Ｐｏｉｎｔ）無線通信
装置のアンテナ（１）を設置場所（３）に設置するアン
テナ取り付け部材である。また、アンテナ取り付け部材
（２）は、照準器取り付け部材（２１）と、アンテナ取
り付け部材（２）に対するアンテナ（１）の方向を調整
する調整機構（２２）と、を備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｐ２Ｐ（Ｐｏｉｎｔ ｔｏ Ｐｏｉｎｔ）無線通信装置のアンテナを設置場所に設置する
アンテナ取り付け部材であって、
　照準器取り付け部材と、
　前記アンテナ取り付け部材に対する前記アンテナの方向を調整する調整機構と、を備え
る
　アンテナ取り付け部材。
【請求項２】
　前記調整機構は、保持部を動かすことにより前記アンテナの方向を調整する、請求項１
に記載のアンテナ取り付け部材。
【請求項３】
　前記調整機構は、前記アンテナ取り付け部材に対する前記アンテナの水平方向又は垂直
方向を調整するものである、請求項１又は２に記載のアンテナ取り付け部材。
【請求項４】
　前記照準器取り付け部材の一部は、機械的な照準器である、請求項１～３のいずれか一
項に記載のアンテナ取り付け部材。
【請求項５】
　前記照準器取り付け部材は、光学的照準器が取り付けられる構造を備える、請求項１～
４のいずれか一項に記載のアンテナ取り付け部材。
【請求項６】
　前記照準器取り付け部材は、アーム部を備え、
　前記アーム部は、伸縮可能であり、且つ固定可能な構造を有する、
　請求項１～５のいずれか一項に記載のアンテナ取り付け部材。
【請求項７】
　前記照準器取り付け部材の取り付け位置と、前記調整機構の取り付け位置とは、置換可
能に構成される、請求項１～６のいずれか一項に記載のアンテナ取り付け部材。
【請求項８】
　着脱ガイドをさらに備え、
　前記着脱ガイドは、一対のレールであり、
　前記レールの一方と前記照準器取り付け部材とは、一体成形された構造である、
　請求項１～７のいずれか一項に記載のアンテナ取り付け部材。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のアンテナ取り付け部材を用いてアンテナの方向を
調整する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナ取り付け部材に関し、特に、Ｐ２Ｐ（Ｐｏｉｎｔ ｔｏ Ｐｏｉｎｔ
）無線通信装置のアンテナを設置場所に設置するアンテナ取り付け部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線の大容量伝送に伴い、無線周波数として広帯域なミリ波（約３０ＧＨｚ～３
００ＧＨｚ）の利用が広がりつつある。また、Ｐ２Ｐの無線通信においてもミリ波の利用
が広がりつつある。Ｐ２Ｐの無線通信では、対向する無線通信装置間にて、受信レベルが
最大となるように、アンテナを適切な方向に調整することが重要である。しかし、周波数
が高いミリ波の無線伝送では、アンテナの指向性が高く、高精度な方向調整が必要という
課題があった。
【０００３】
　特許文献１には、ミリ波の無線伝送に用いられるオフセット型のパラボラアンテナ装置
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が開示されている。特許文献１のパラボラアンテナ装置では、アンテナに粗調整用の照準
器が接続され、当該粗調整用の照準器を用いて、アンテナ本体の向きをおおむね調整する
粗調整を行い、アンテナによる電波の受信感度を用いて、アンテナ本体の向きを精度よく
微調整している。
【０００４】
　また、特許文献２には、衛星通信用のパラボナアンテナに照準器が接続された構造が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１２４７７７号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２００３／０１０７５２５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に開示の構造では、アンテナに照準器が接続される構造であるため
、当該照準器を、汎用のアンテナの方向調整に用いることはできない。また、特許文献１
に開示の構造は、アンテナの上方に粗調整用の照準器が接続され、アンテナの送受信面の
裏面に粗調整用の調整手段が配置されている。このため、照準器と粗調整用の調整手段と
の位置関係が遠く、照準器を覗きながら行う粗調整の操作性が悪いという問題があった。
【０００７】
　また、特許文献２に開示の構造も、アンテナに照準器が接続される構造であるため、当
該照準器を、汎用のアンテナの方向調整に用いることはできない。また、特許文献２に開
示の構造は、アンテナの左端に照準器が接続され、三脚の上部に方向調整用の機構が配置
されている。このため、照準器と方向調整用の機構との位置関係が遠く、照準器を覗きな
がら行う調整の操作性が悪いという問題があった。
【０００８】
　さらに、三脚等のアンテナの設置場所の方向調整機能では、高精度な方向調整が困難で
あるという問題があった。
【０００９】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、汎用のアンテナに
用いることができ、照準器を覗きながら行う調整の操作性がよく、且つアンテナの設置場
所の方向調整機能とは別に独立した方向調整機能を有するアンテナ取り付け部材を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様にかかるアンテナ取り付け部材は、Ｐ２Ｐ（Ｐｏｉｎｔ ｔｏ Ｐｏ
ｉｎｔ）無線通信装置のアンテナを設置場所に設置するアンテナ取り付け部材であって、
照準器取り付け部材と、前記アンテナ取り付け部材に対する前記アンテナの方向を調整す
る調整機構と、を備えるものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、汎用のアンテナに用いることができ、照準器を覗きながら行う調整の操
作性がよく、且つアンテナの設置場所の方向調整機能とは別に独立した方向調整機能を有
するアンテナ取り付け部材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１にかかるアンテナ取り付け部材を用いてアンテナを設置場
所に設置した機構例を示す図である。
【図２】図１のアンテナとアンテナ取り付け部材と三脚とを切り離した状態を示す図であ
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る。
【図３】本発明の実施の形態１にかかるアンテナ取り付け部材の機構の一例を示す図であ
る。
【図４】図３の具体例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１にかかるアンテナ取り付け部材とアンテナとの接合部分の
機構の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態２にかかるアンテナ取り付け部材の機構の一例を示す図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態２にかかるアンテナ取り付け部材の機構の他の例を示す図で
ある。
【図８】本発明の実施の形態３にかかるアンテナ取り付け部材の機構の一例を示す図であ
る。
【図９】本発明のその他の実施の形態にかかるアンテナ取り付け部材とアンテナとの接合
部分の機構の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　実施の形態１
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態１について説明する。まず、図１を用いて、
本発明の実施の形態１にかかるアンテナ取り付け部材を用いてアンテナを設置場所に設置
した機構例について説明する。図１の例では、設置場所は三脚３である。なお、設置場所
は、三脚に限らず、ポール等でもよい。図１の例では、アンテナ１は、アンテナ取り付け
部材２に取り付けられている。また、アンテナ取り付け部材２は、三脚３に取り付けられ
ている。なお、アンテナ１とアンテナ取り付け部材２との取り付け構造、及びアンテナ取
り付け部材２と三脚３との取り付け構造は、どのような構造であってもよい。
【００１４】
　図２は、図１のアンテナ１とアンテナ取り付け部材２と三脚３とを切り離した状態を示
す図である。
【００１５】
　アンテナ１は、Ｐ２Ｐ無線通信装置のアンテナである。また、アンテナ１は、パラボラ
アンテナである。なお、アンテナ１は、オフセット型のパラボラアンテナでもセンターフ
ィード型のパラボラアンテナでもよい。また、アンテナ１は、例えば、ミリ波にて無線通
信を行うアンテナとして用いるものである。
【００１６】
　アンテナ１は、アンテナ本体１１と、保持部１２と、を備えている。アンテナ本体１１
は、保持部１２に接続される。保持部１２は、アンテナ取り付け部材２に取り付けられる
。なお、保持部１２は、アンテナ１の一部ではないこともある。すなわち、保持部１２は
、アンテナ１の一部、アンテナ取り付け部材２の一部、アンテナ１及びアンテナ取り付け
部材２の一部ではない単体で存在するもの、のいずれの場合もあり得る。
【００１７】
　三脚３は、その上部に方向調整用の機構を備えている。当該方向調整用の機構とは、例
えば、水平方向と垂直方向の２座標軸について調整が可能な機構である。この機構により
、三脚３は、アンテナ１の方位角と仰角とを調整することができる。なお、三脚３の方向
調整用の機構は、公知の機構であり、説明を省略する。
【００１８】
　続いて、図３を用いて、本実施の形態１にかかるアンテナ取り付け部材２について説明
する。アンテナ取り付け部材２は、照準器取り付け部材２１と、調整機構２２と、を備え
ている。
【００１９】
　照準器取り付け部材２１は、例えば金属により構成されるものである。なお、照準器取
り付け部材２１は、金属以外のもので構成されてもよい。
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【００２０】
　上述したように、三脚３は、その上部に方向調整用の機構を備えている。また、照準器
取り付け部材２１は、三脚３の上部に近い位置に配置されている。このため、照準器取り
付け部材２１と、三脚３の方向調整用の機構との位置関係は、特許文献１及び２における
照準器と方向調整用の機構との位置関係よりも近いものとなる。
【００２１】
　調整機構２２は、アンテナ取り付け部材２に対するアンテナ１の方向を調整するための
調整機構である。図３の例では、調整機構２２は、アンテナ取り付け部材２に対するアン
テナ１の水平方向を調整するための調整機構である。
【００２２】
　続いて、図４を用いて、図３のアンテナ取り付け部材２の具体例について説明する。ア
ンテナ取り付け部材２は、照準器取り付け部材２１と、調整機構２２と、固設部２３と、
を備えている。
【００２３】
　図４の例では、照準器取り付け部材２１は、その一部が機械的な照準器２４を構成する
ものである。機械的な照準器２４は、凸型の照星及び凹型の照門を有する機械的な照準器
である。なお、後に実施の形態２にて説明するが、照準器取り付け部材は、その一部が機
械的な照準器を構成するものに限らない。
【００２４】
　機械的な照準器２４は、対向する無線通信装置を目視にて捕捉するための照準器である
。アンテナ設置者は、機械的な照準器２４を覗きながら三脚３の方向調整用の機構により
アンテナ１の方向を調整する。
【００２５】
　調整機構２２は、支柱２５と、ハンドル２６と、を備える。調整機構２２については、
後に図５を用いて詳述する。
【００２６】
　固設部２３は、後に図５を用いて説明するおねじ４１～４４と螺合する４つのめねじに
より構成される。
【００２７】
　続いて、図５を用いて、図４のアンテナ取り付け部材２の調整機構２２について説明す
る。図５の例では、保持部１２には、保持部１２を貫通する孔１３～１７が設けられてい
る。孔１４～１６は、円弧状の孔である。また、孔１３は、円形の孔であり、孔１７は、
長方形の孔である。孔１３、孔１４、孔１５、孔１６、孔１７は、それぞれおねじ４１、
おねじ４２、おねじ４３、おねじ４４、めねじ４５用の孔である。
【００２８】
　保持部１２とアンテナ取り付け部材２とは、おねじ４１～４４と固設部２３のめねじに
より接続される。おねじ４１は、調整機構２２によるアンテナ１の水平方向を調整する際
に支点となるねじである。おねじ４１～４４と固設部２３のめねじとの螺合をゆるめた状
態では、おねじ４２～４４及びめねじ４５の保持部１２に対する位置は、それぞれ孔１４
～１７の形状に沿って動かすことができる。
【００２９】
　支柱２５は、めねじ４５と螺合するおねじを備えている。ハンドル２６を回転させると
、支柱２５のおねじとめねじ４５との螺合位置が、支柱２５の長手方向に変化する。これ
により、保持部１２は、おねじ４１を支点として、アンテナ取り付け部材２に対して、孔
１４、孔１５、孔１６の円弧に沿って水平方向に回動する。また、この回動にともない、
めねじ４５は、孔１７内で孔１７の長手方向に動く。
【００３０】
　支柱２５のおねじは、例えば外形が１０ｍｍ、ピッチが１．５ｍｍであるとする。この
場合、ハンドル２６を１周回すと、支柱２５のおねじとめねじ４５との螺合位置は、支柱
２５の長手方向に１．５ｍｍ変化する。この１．５ｍｍの変化に応じて、保持部１２と共
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にアンテナ本体１１が、アンテナ取り付け部材２に対して、水平方向に回動するため、ア
ンテナ１の水平方向を微調整することができる。なお、調整機構２２による調整は、例え
ばアンテナ１による電波の受信レベルを用いて、受信レベルが最大となるように行う。
【００３１】
　なお、調整機構２２による調整の際、おねじ４１～４４と固設部２３のめねじとの螺合
はゆるめた状態である。しかし、このとき支柱２５のおねじとめねじ４５とは螺合されて
いる。このため、調整機構２２による調整の際、風等によりアンテナ１の方向が変更され
ることを防ぐことができる。
【００３２】
　なお、図３～図５の例では、調整機構２２が、アンテナ取り付け部材２に対するアンテ
ナ１の水平方向を調整するものとして説明したが、これに限らない。調整機構２２は、ア
ンテナ取り付け部材２に対するアンテナ１の垂直方向を調整するための調整機構でもよい
し、水平方向及び垂直方向を調整するための調整機構でもよい。
【００３３】
　以上のように、実施の形態１にかかるアンテナ取り付け部材２は、照準器取り付け部材
２１を備える構成としている。すなわち、実施の形態１にかかるアンテナ取り付け部材２
では、照準器は、アンテナ１ではなく、アンテナ取り付け部材２に接続される構成である
。また、三脚３等の設置場所の方向調整用の機構と照準器取り付け部材２１との位置関係
は近いものとなる。これにより、汎用のアンテナに用いることができ、照準器を覗きなが
ら行う調整の操作性がよいアンテナ取り付け部材を提供することができる。
【００３４】
　また、実施の形態１にかかるアンテナ取り付け部材２は、アンテナ取り付け部材２に対
するアンテナ１の方向を調整する調整機構２２を備える構成としている。これにより、三
脚３等のアンテナの設置場所の方向調整機能とは別に独立した方向調整機能を有するアン
テナ取り付け部材を提供することができる。
【００３５】
　したがって、汎用のアンテナに用いることができ、照準器を覗きながら行う調整の操作
性がよく、且つアンテナの設置場所の方向調整機能とは別に独立した方向調整機能を有す
るアンテナ取り付け部材を提供することができる。
【００３６】
　また、照準器取り付け部材２１の照準器を用いて、設置場所の方向調整機能によりアン
テナ１の向きをおおむね調整する粗調整を行い、アンテナ１による電波の受信レベルを用
いて、調整機構２２によりアンテナ１の向きを精度よく微調整することもできる。
【００３７】
　なお、照準器取り付け部材２１は、その一部が機械的な照準器２４を構成するような構
造とすることもできる。これにより、アンテナ設置者は、照準器取り付け部材のみにより
、対向する無線通信装置を目視にて捕捉することができる。
【００３８】
　実施の形態２
　続いて、図６及び図７を用いて、本発明の実施の形態２にかかるアンテナ取り付け部材
について説明する。
【００３９】
　まず、図６について説明する。図６のアンテナ取り付け部材５は、照準器取り付け部材
５１と、調整機構２２と、固設部２３と、を備えている。なお、調整機構２２及び固設部
２３については、実施の形態１の調整機構２２及び固設部２３と同様であり、説明を省略
する。
【００４０】
　照準器取り付け部材５１は、その一部が機械的な照準器を構成するものではなく、光学
的照準器が取り付けられる構造を備えるものである。図６の例では、照準器取り付け部材
５１は、ライフルスコープ５２が取り付けられる構造を備えている。このため、照準器取
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り付け部材５１では、光学的照準器を用いることにより、照準器取り付け部材２１におけ
る機械的な照準器２４に比べ、対向する無線通信装置の捕捉をさらに高精度に行うことが
できる。
【００４１】
　次に、図７について説明する。図７のアンテナ取り付け部材６は、照準器取り付け部材
６１と、調整機構２２と、固設部２３と、を備えている。なお、調整機構２２及び固設部
２３については、実施の形態１の調整機構２２及び固設部２３と同様であり、説明を省略
する。
【００４２】
　照準器取り付け部材６１は、照準器取り付け部材２１及び照準器取り付け部材５１の両
方の特徴を備えている。すなわち、照準器取り付け部材６１は、その一部が機械的な照準
器２４を構成するものであり、且つ光学的照準器が取り付けられる構造を備えるものであ
る。このため、照準器取り付け部材６１では、機械的な照準器による捕捉及び光学的照準
器による捕捉の両方を行うことができる。
【００４３】
　以上のように、実施の形態２にかかるアンテナ取り付け部材は、光学的照準器が取り付
けられる構造を備えている。これにより、機械的な照準器に比べ、対向する無線通信装置
の捕捉をさらに高精度に行うことができる。また、実施の形態２にかかるアンテナ取り付
け部材は、その一部が機械的な照準器を構成し、且つ光学的照準器が取り付けられる構造
とすることもできる。これにより、機械的な照準器による捕捉及び光学的照準器による捕
捉の両方を行うことができる。
【００４４】
　実施の形態３
　続いて、図８を用いて、本発明の実施の形態３にかかるアンテナ取り付け部材について
説明する。図８のアンテナ取り付け部材７は、照準器取り付け部材７１と、調整機構２２
と、固設部２３と、を備えている。なお、調整機構２２及び固設部２３については、実施
の形態１の調整機構２２及び固設部２３と同様であり、説明を省略する。
【００４５】
　照準器取り付け部材７１は、機械的な照準器２４と、アーム部７２と、を備えている。
機械的な照準器２４については、実施の形態１の機械的な照準器２４と同様であり、説明
を省略する。なお、図８の例では、機械的な照準器２４を備える構成としているが、これ
に限らず、光学的照準器が取り付けられる構造、又は機械的な照準器２４を備え、且つ光
学的照準器が取り付けられる構造としてもよい。
【００４６】
　アーム部７２は、伸縮可能であり、且つ固定可能な構造を有する。アーム部７２は、例
えば、スライド構造により伸縮可能とすることができる。また、図示しないストッパ機構
により、アーム部７２の長さを、アンテナ設置者の所望の長さに固定可能とすることがで
きる。
【００４７】
　以上のように、実施の形態３にかかるアンテナ取り付け部材７は、伸縮可能であり、且
つ固定可能な構造を有するアーム部７２を備えている。これにより、アンテナ本体１１の
大きさによらず、アンテナ本体１１を外れる最短の位置に照準器が配置されるようにアー
ム部７２の長さを設定することができる。したがって、汎用のアンテナがどのような大き
さであっても、照準器を覗きながら行う調整の操作性がよいアンテナ取り付け部材を提供
することができる。
【００４８】
　その他の実施の形態
　例えば、アンテナ取り付け部材において、照準器取り付け部材の取り付け位置と、調整
機構の取り付け位置とが、置換可能な構造としてもよい。これにより、右目と左目のどち
らで照準器を覗きたいか、右手と左手のどちらで調整機構のハンドルを操作したいかによ
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って、照準器取り付け部材の取り付け位置及び調整機構の取り付け位置を設定することが
できる。
【００４９】
　また、図９に示すように、アンテナ取り付け部材８が、着脱ガイド８２及び８３を備え
るようにしてもよい。着脱ガイド８２及び８３は、アンテナ取り付け部材８を三脚３等の
設置場所へ取り付ける際及び取り外す際に使用される一対のレールである。当該一対のレ
ールの形状と三脚３等におけるアンテナ取り付け部材８の取り付け箇所の形状とは、おす
めすの関係とする。このため、おすめす形状を合わせることにより、アンテナ取り付け部
材８の三脚３等に対する着脱を容易に行うことができる。
【００５０】
　また、図９に示すように、照準器取り付け部材８１と着脱ガイド８２とを一体成形した
構造としてもよい。
【００５１】
　また、図９に示すように、アンテナ取り付け部材８が、アンテナ取り付けガイド８４を
備えるようにしてもよい。アンテナ取り付けガイド８４は、アンテナ取り付け部材８に対
する保持部１２の取り付け位置を示すラインである。これにより、保持部１２をアンテナ
取り付け部材８に取り付ける際に、保持部１２の位置決めが簡単にでき、組み立てを容易
に行うことができる。なお、アンテナ取り付けガイド８４は、アンテナ取り付け部材８に
おいて、掘り込みにより形成してもよい。
【００５２】
　以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態によっ
て限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理
解し得る様々な変更をすることができる。
【符号の説明】
【００５３】
１　アンテナ
２、５、６、７、８　アンテナ取り付け部材
３　三脚
１２　保持部
２１、５１、６１、７１、８１　照準器取り付け部材
２２　調整機構
２４　機械的な照準器
５２　ライフルスコープ
７２　アーム部
８２、８３　着脱ガイド
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